










要約:99.9%が施設内分娩となり、97.8%の分娩立会者が医師であるという統計数値が示す

分娩介助者のイメージは実態を表しているのか、約 56%の分娩を扱う全国の病院における

分娩介助と、出生証明書の作成者の実態をアンケート調査し、正常分娩の実質的取り扱い

者として助産婦を 93.4%、医師を 3.1%、両者を 2.1%の施設が挙げている。分娩時医師の

立会いは「原則として」をふくめて 96.4%とよく実施されているが短時間である。一方、

医師による出生証明書の作成は、分娩介助、立会いした者が行う施設が 56.5%であるのに

加えて、分娩に立会わなかった医師によるものが 35.2%の施設に見られた。助産婦による

作成は 4.9%の施設で行われていた。実質介助、立会い者による作成がなされるべきであ

る。


